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建設業退職金共済制度 

〔独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業（以下「建退共」という）〕 

１ 制度の概要 

この制度は、建設業の事業主が建退共と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現

場で働く労働者を被共済者として、その労働者に建退共が交付する共済手帳に労働者が働いた

日数に応じ「共済証紙」を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共が

直接労働者に退職金を支払うものである。 
建設現場で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定のために、中小企業退職金共済法に基づき

創設された。 
労働者がいつ、また、どこの現場で働いても（事業主が変わっても）、働いた日数の掛金が全

額通算されて退職金が支払われる仕組みになっている。 
本制度は建設業の事業主が協力し合って労働者のために退職金を積立てていく制度であり、

もれなく制度に加入することが必要である。 
また、2020 年 10 月 1 日に改正中小企業退職金共済法が施行され、建退共の掛金納付方式

に、これまでの「証紙貼付方式」に加え、「電子申請方式」も追加された。 
電子申請方式とは、月に一度、共済契約者が就労日数を電子申請専用サイトに報告し、予め

ペイジーまたは口座振替で購入した退職金ポイント（電子掛金）を就労日数に応じて掛金とし

て充当し、掛金を納付するもの。 
電子申請方式の利用を開始する際は、建退共から発行された電子申請専用サイトの「利用者

ID」と「初期パスワード」が必要となる。 

２ 加入手続き及び共済証紙等の扱い 

「加入手続き」及び「退職金請求」等の手続きは、建退共長野県支部で扱い、「共済証紙」の

販売及び「退職金の支払い（口座振込）」は、最寄りの金融機関が代理店となり扱っている。 

３ 標識（シール）の掲示と下請業者に対する指導 

工事を受注した事業主は、制度に対する下請の事業主と労働者の意識の向上を図るため、現

場事務所及び工事現場の出入り口等に見やすい場所に下記標識（シール）を掲示する。 
（「建退共制度改善方策について（労働省、建設省、建退共本部 H11.3.18）」） 

標識は、建退共長野県支部で配布している。 
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図－１ 長野県支部が配布している標識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 掛金収納書 

請負代金の額が 800 万円以上の建設工事の請負契約を締結したときは、請負契約締結後、1
ヶ月以内に共済証紙を購入した金融機関が発行する「掛金収納書」（契約者は発注者名及び工事

名を記入）のうち一枚（契約者が発注者へ）を当該発注機関に提出しなければならない。 
なお、期間内に収納書を提出できない特別の理由がある場合は、あらかじめ、その理由及び

証紙購入予定を工事打ち合わせ簿などにより報告しなければならない。中小企業退職金共済制

度に該当する場合は、その加入を証明する証拠書類を提示するものとしている。（長野県土木工

事共通仕様書共通編 1-1-1-52 保険の付保及び事故の補償） 
 

建退共の制度の詳細、手続方法の確認、退職金試算及び各種様式のダウンロードは建退共の

ホームページで行うことができる。また、これらの事項が網羅された「建設業退職金共済制度

事務処理の手引き」が独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済本部から発行され

ている。 
 
 独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済本部ホームページ 

http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

 
 
図－２ 掛け金収納書記載例 

（事務処理の手引きから） 
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５ 関係通知文 

 

建設業退職金共済制度の普及徹底について 

平成 11 年４月 13 日 11 監第 47 号  
発注機関の長あて 土木部長  

建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）は、職場や雇い主を転々とする建設労

働者にとって唯一の退職金制度であり、建設業における労働福祉の増進に重要な役割を担ってお

ります。 
そのため、県におきましても、業者指名に当たっては建退共制度への加入を十分尊重すること

とし、また 800 万円以上の請負契約においては発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）

を徴収するなど、建退共制度の普及徹底のための各種対策を講じてきたところです。 
しかしながら、加入の状況、履行の状況は必ずしも十分なものとは言い難く、今般、労働省、

建設省及び勤労者退職金共済機構において建退共制度改善方策が取りまとめられ別添のとおり建

設省建設経済局長から通知されたところです。 
つきましては、今後発注する工事にあっては、下記事項に十分留意され、建退共制度の加入促

進及び履行確保が一層徹底されるようご配慮願います。 
 

記 
 
１ 800 万円以上の工事契約を締結した場合においては、収納書（別紙１）を当該工事を受注し

た建設業者（以下「受注業者」という。）から提出させるものとする。 
 
２ 前項の収納書は、工事契約締結後１ヶ月以内に提出させるものとする。 

ただし、期限内に収納書を提出できない、又は建退共制度の対象労働者を雇用しないため共

済証紙を購入しない等の事情がある場合は、あらかじめ発注機関に申し出させるものとする。 
 
３ 発注機関は、受注業者から前項ただし書の申し出があったときは、その理由（期限内に提出

できない場合は共済証紙の購入予定時期を含む。）を書面により申し出させるものとする。 
 
４ 発注機関は、第２項のただし書において工期途中で対象労働者を雇用することとなったとき、

又は請負契約書の増額変更により受注業者が共済証紙を追加購入したときは、収納書を工事完

成時までに提出させるものとする。 
なお、請負契約額の増額変更があった場合において、受注業者が共済証紙の追加購入をしな

かったときは、その理由を書面により申し出させるものとする。 
 
５ 発注機関は、共済証紙の購入状況を把握するため、必要があると認めるときは、受注業者又

は勤労者退職金共済機構の建退共県支部（建設業退職金共済組合長野県支部：（社）長野県建設

業協会内）に対し、共済証紙の受け払い簿その他関係書類の提出を求めるものとする。 
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６ 発注機関は、共済証紙の購入について、受注業者が建設現場ごとの建退共制度の対象労働者

数及びその就労予定日数を的確に把握し、必要な枚数を購入すれば十分であることに留意する

ものとするものとする。 
なお、的確な把握が困難である場合において、勤労者退職金共済機関が定めた「共済証紙購

入の考え方について（別紙２）」を受注業者が参考とする際には、「労働者延べ就労予定数」の

７割が建退共制度の対象労働者であると想定して算定された値が示されていることを踏まえ、

当該値に（対象工事における労働者の建退共制度加入率）÷70% を乗じた値を参考とすべき

であることに留意するとともに、受注業者に対し、「対象工事における労働者の建退共制度加入

率」を把握するよう求めるものとする。 
 
７ 発注機関は、現場説明会等機会あるごとに、受注業者が建退共制度に加入することを勧奨す

るとともに、上記に掲げる事項のほか、以下の事項を加入業者に周知するものとする。 
(1) 受注業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者

の共済手帳に共済証紙を貼付すること。 
(2) 受注業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下

請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を併せて購入し現物により交付す

ること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に参入することにより、下請業者の建退

共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。 
(3) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には元請業

者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方

法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。 
 
別紙１，２は省略 
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国不入企第 40 号 
令和３年３月 30 日 
 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿 
 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 
（ 公 印 省 略 ） 
 

建設業退職金共済制度の適正履行の確保について 
 

建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）については、建設労働者の福

祉の増進を図るとともに、建設労働者の雇用労働条件の改善を通じて建設業の健全な

発展を図る観点から、その普及徹底を推進してきたところであり、特に公共工事にお

いては、建退共制度に係る掛金納付のための財源が工事の予定価格において措置され

ていること等から、各発注機関においては、「建設業退職金共済制度の普及徹底につ

いて」（平成１１年３月１８日付け建設省経労発第２４号）を踏まえ建退共制度の適

正履行の確保に努めていただいているところです。 
一方で、建退共制度については、対象労働者への掛金の充当が徹底されていないと

いう実態がきかれるなど、適正な履行を確保していくうえで課題も指摘されるところ

であり、今般、中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）が改正され、証

紙貼付方式に加え、電子申請方式による掛金納付が可能となったことに伴い、建退共

制度の事務の効率化及び適正履行の確保を図ることが必要です。 
また、平成３１年４月より運用が開始された建設キャリアアップシステムについて、

これを「建設業共通の制度インフラ」として更なる普及・活用を促進する観点から、

令和２年３月に「建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケー

ジ」（以下「官民施策パッケージ」という。）がとりまとめられ、技能者の処遇改善及

び建退共制度の適正履行の観点から、建退共制度と建設キャリアアップシステムの連

携等について、令和５年度からの建設キャリアアップシステム活用への完全移行に向

けて取り組むことが明記されたところです。 
こうした状況を踏まえ、今般、建退共制度について令和３年４月以降に発注される

工事より電子申請方式の運用を開始すること、より効率的かつ正確な就労状況報告の

ために建設キャリアアップシステムの就業履歴情報の積極的な活用に努めるべきこ

となどについて、建設業者団体あてに通知が発出されたところです。 
ついては、各発注機関においても、建退共制度の趣旨や建設キャリアアップシステ

ムとの連携の意義等や、別紙「元請事業主による建退共制度の履行状況に関する発注

機関の確認等について」を踏まえ、元請事業主等による措置の確認等を通じ、公共工

事における建退共制度の適正履行の確保についてご協力をお願いします。 
なお、各発注機関においては、これまでも「建設業退職金共済制度の普及徹底につ

いて」を踏まえ、共通仕様書等において元請事業主に対して掛金収納書の提出につい
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て明記していると考えますが、今般の建退共制度の見直しを踏まえ、電子申請方式に

よる場合の掛金収納書の提出や工事完成後の掛金充当実績総括表の提示などについ

て所要の改正を行っていただくようお願いします。その際の例として以下を参考とし

てください。 
 

○建設業退職金共済制度の履行 
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発

注者用）を工事請負契約締結後原則１カ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事

請負契約締結後原則４０日以内）に、発注者に提出しなければならない。 
また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等

により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成

後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。 
 
また、都道府県においては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に 
対しても、本通知の周知を宜しくお願いします。 
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（別紙） 

 

元請事業主による建退共制度の履行状況に関する発注機関の確認等について 

令和３年３月３０日 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 入札制度企画指導室 

建設市場整備課 

 

１．電子申請方式における発注機関の確認等 

（１）工事契約時等における掛金収納書の確認関係 

 

（元請事業主による主な措置）（注） 

〇下請事業主から提出される『建設業退職金共済制度加入労働者数報告書』（以下「加 

入労働者数報告書」という。）（建退共事務受託様式第６号）を踏まえ、必要な退職 

金ポイントを購入 

○退職金ポイントの購入時に発行される『掛金収納書』を、工事契約締結後 40 日以内 

に発注機関に提出 

※退職金ポイントの購入時に、「当該工事の退職金ポイント購入の考え方」等、必要 

事項が入力されていることを確認 

※建設キャリアアップシステムに事業者登録を行っている元請事業主においては、 

カードリーダーの設置等の就業履歴が蓄積可能な環境整備に留意するとともに、 

掛金収納書の所定欄に対応状況を記載 

（注）：元請事業者による措置の詳細は、別途「『建設業退職金共済制度における電子申請方式及び証紙貼付方式の運用等』につ

いて」（令和３年３月 30 日付け雇均勤発 0330 第１号・国不建整第 186 号）により通知しているところ。 

 

【発注機関による確認等】 

〇発注機関は、工事契約を締結した場合においては、建退共制度の『掛金収納書（電子申請

方式）』（別添様式１）を、当該工事を受注した元請事業主から提出させる。 

掛金収納書は、特段の事情があると認められる場合（※）を除き、原則として工事契約締

結後 40 日以内に提出を求める。 

※例えば、退職金ポイント購入が口座振替による場合であって、発注機関に対して勤労者退

職金共済機構（以下「機構」という。）の電子申請専用サイトで発行される『掛金口座振替

申込受付書』（別添様式２）が提出される場合、また、工事契約締結当初は工場製作の段階

であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事

に係る収納書を提出できない事情があると認められる場合で、あらかじめ発注機関に申し

出た場合が想定される。なお、掛金口座振替申込受付書が提出される場合には、発注機関

は、後日、掛金収納書の提出を求めるものとする。 

〇発注機関は、元請事業主から掛金収納書が提出される際、「退職金ポイント購入の考え方」

について記載内容の確認を行う。 

〇また、掛金収納書の確認の際、「建設キャリアアップシステム登録情報」について記載の

確認をし、元請事業主が建設キャリアアップシステムの事業者登録を行っている場合に
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は、就業履歴が蓄積可能な環境の有無について確認し、必要に応じて適切な対応を促す。

発注機関による当該確認等は令和５年度からの建退共制度と建設キャリアアップシステ

ムとの連携等について、建設キャリアアップシステム活用への完全移行に向けた環境整

備を図る観点から行うものであることに留意する。 

（参考）「建設キャリアアップシステム運営協議会総会申合せ」（令和２年９月８日）において、

建設キャリアアップシステムの登録事業者は、各現場へのカードリーダーの設置など、

必ず建設技能者が就業履歴を確実に蓄積できる措置を講じるものとし、各団体はこれを

徹底する旨について合意。 

〇発注機関は、請負契約の増額変更や対象労働者の就労日数が当初の予定より増加したこ

と等により掛金充当に必要な退職金ポイントが不足する場合は、必要な数量の退職金ポ

イントを追加購入し、当該購入に係る掛金収納書を工事完成時までに提出させる。 

〇発注機関は、退職金ポイントの購入状況を把握するため必要があると認めるときは、元

請事業主又は機構に対して関係資料の提出を求めることができることに留意する。 

 

（２）工事完成時における掛金充当実績総括表による確認関係 

 

（元請事業主による主な措置） 

○元請事業主は、『建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表』（以下「掛金充当実 

績総括表」という。）（様式第 031 号）を作成し、発注機関に提示 

※元請事業主は、発注機関への掛金充当実績総括表の提示に先立ってあらかじめ、掛金

充当日数と退職金ポイントの購入日数を比較し概ね齟齬がないことの確認を行うこと 

〇建退共制度の掛金充当日数のうち、建設キャリアアップシステムの施工体制登録 

を行った対象労働者に係る就業履歴蓄積数とこれらに対する掛金充当の実績とは本来は

乖離がないことが想定されているものであるため、元請事業主は、建設キャリアアップ

システムの就業履歴蓄積数と対象労働者の就労状況報告との間で相互に齟齬が生じるこ

とがないよう、適時に、建設キャリアアップシステムの就業履歴蓄積数と対象労働者の

就労状況報告とを比較し、適宜、下請事業主に対して適切に就労状況報告の是正又は建

設キャリアアップシステムの就業履歴の事後補正を行うよう指導 

 

【発注機関による確認等】 

〇工事完成時において、元請事業主に対し、掛金充当実績総括表の提示を求め、当該総括

表の記載内容を踏まえて、建退共制度に係る事務の履行状況の確認を行う。 

〇履行状況の確認に当たっては、当該工事における建設キャリアアップシステムの利用状

況に関する記載を確認し、建設キャリアアップシステムの利用状況が高い場合（※）は、

掛金充当実績総括表の記載の確認のみによる簡易な方法によることとし、その他の場合

は、必要に応じて附属書類として『掛金充当書』（別添様式３）や『被共済者就労状況報

告書』（以下、「就労状況報告書」という。）（建退共事務受託様式第４号）の提示を求める

など、履行状況について特に注意して確認を行う。 

※当面は、当該工事の現場に従事する技能者に占める建設キャリアアップシステム登録技能

者の割合が過半を上回るものであることを目安とする（掛金充当実績総括表の「本工事に
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従事した労働者数」と「建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数」を

照合） 

 

〇掛金充当実績総括表の確認は、「掛金充当日数」と掛金収納書における退職金ポイントの

「購入日数」を照合し、概ね齟齬がないことを確認する。掛金充当日数が退職 3 金ポイ

ントの購入日数を大幅に下回る場合（※）は、必要に応じて、元請事業主に下請事業主の

就労状況報告書や掛金充当書等の提示を求め、対応について聴取する。 

※当面は例えば３／４を目安とする 

 

〇発注機関は、掛金充当実績総括表による履行確認の際、あわせて、「建設キャリアアップ

システムに作業員登録した労働者数」等に照らし、「労働者延べ就労日数」に対する「建

設キャリアアップシステムの就業履歴数」の割合が特に小さい（※）場合には、下請事業

主に対する元請事業主による就業履歴の事後補正に係る指導状況について、適宜、元請

事業主から報告を求める。 

※当面は例えば１／３を目安とする 

 

〇発注機関は、工事を発注するための現場説明において、元請事業主が建退共制度に加入

することを勧奨するとともに、（１）及び（２）に掲げる事項のほか、以下の事項を説明

事項として取り扱うものとする。 

① 元請事業主は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る退職金ポイントを購入し、

機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当するこ

と。 

② 元請事業主が下請契約を締結する際は、下請事業主に対して、建退共制度の趣旨を説

明し、下請事業主が雇用する建退共制度の対象労働者に係る退職金ポイントをあわせ

て購入した上、退職金ポイントの充当を一括して申請すること、または建退共制度の

掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請事業主の建退共制度への加入並

びに退職金ポイントの購入及び掛金充当を促進すべきこと。 

③下請事業主の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、

元請事業主に建退共制度への加入手続を委託する方法もあるので、元請事業主におい

てできる限り下請事業主の事務の受託に努めること。 

 

（３）履行確認後の発注機関による対応等 

 

（元請事業主による主な措置） 

〇発注機関への掛金充当実績総括表の提示に先立って、元請事業主はあらかじめ、掛金充

当日数と退職金ポイントの購入日数を比較し概ね齟齬がないことを確認 

〇掛金充当日数が退職金ポイントの購入日数を大幅に下回る（※）場合には、就労状況報

告が不十分なものである疑いがあるため、就労状況報告の再度の確認や是正など、所要

の措置をあらかじめ講じる 
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【発注機関による確認等】 

〇元請事業主による履行状況を確認した結果、当該元請事業主において著しく不適切な処

理を行っていることが確認された場合、発注機関は元請事業主に対して、本来講ずべき

措置を適切に講じるよう指導を行う。 

〇元請事業主による著しく不適切な処理について、発注機関が指導を行ってもなお改善が

みられない場合においては、必要に応じて許可行政庁において建設業法第４１条に基づ

く指導・助言・勧告等の措置を講じることとなるので、その旨を許可行政庁に通知する。 

 

２．証紙貼付方式における発注機関の確認等 

 

（１） 工事契約時等における掛金収納書の確認関係 

 

（元請事業主による主な措置） 

〇下請事業主から提出される加入労働者数報告書を踏まえ、必要な証紙を購入 

○掛金収納書を掛金収納書提出用台紙（以下「提出用台紙」という。）（様式第 033 号）に

貼り付けて、工事契約締結後１ヶ月以内に発注機関に提出 

※提出用台紙において、「当該工事における共済証紙購入の考え方」等、必要事項が記入

されていることを確認 

※建設キャリアアップシステムに事業者登録を行っている元請事業主においては、カー

ドリーダーの設置等の就業履歴が蓄積可能な環境整備に留意するとともに、掛金収納

書の所定欄に対応状況を記載 

 

【発注機関による確認等】 

〇発注機関は、工事契約を締結した場合においては、提出用台紙に貼付した掛金収納書を、

当該工事を受注した元請事業主から提出させる。 

掛金収納書は、特段の事情があると認められる場合（※）を除き、原則として工事契約締

結後１ヶ月以内に提出を求める。 

※例えば、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用し

ないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情があると認

められる場合で、あらかじめ発注機関に申し出た場合が想定される。 

〇発注機関は、元請事業主から掛金収納書が提出される際、「共済証紙購入の考え方」につ

いて記載内容の確認を行う。 

〇また、掛金収納書の確認の際、「建設キャリアアップシステム登録情報」について記載の

確認をし、元請事業主が建設キャリアアップシステムの事業者登録を行っている場合に

は、就業履歴が蓄積可能な環境の有無について確認し、必要に応じて適切な対応を促す。

発注機関による当該確認等は令和５年度からの建退共制度と建設キャリアアップシステ

ムとの連携等について、建設キャリアアップシステム活用への完全移行に向けた環境整

備を図る観点から行うものであることに留意する。 

（参考）「建設キャリアアップシステム運営協議会総会申合せ」（令和２年９月８日）において、

建設キャリアアップシステムの登録事業者は、各現場へのカードリーダーの設置など、
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必ず建設技能者が就業履歴を確実に蓄積できる措置を講じるものとし、各団体はこれを

徹底する旨が合意。 

〇発注機関は、請負契約の増額変更や対象労働者の就労日数が当初の予定より増加したこ

と等により掛金充当に必要な共済証紙が不足する場合は、必要な日数の共済証紙を追加

購入し、当該購入に係る掛金収納書を工事完成時までに提出させる。 

〇発注機関は、共済証紙の購入状況等を把握するため必要があると認めるときは、元請事

業主又は機構に対して関係資料の提出を求めることができることに留意する。 

 

（２） 工事完成時における掛金充当実績総括表による確認関係 

 

（元請事業主による主な措置） 

○元請事業主は、掛金充当実績総括表を作成し、発注機関に提示 

※元請事業主は、発注機関への掛金充当実績総括表の提示に先立ってあらかじめ、掛金

充当日数と証紙購入日数を比較し概ね齟齬がないことの確認を行うこと 

〇建退共制度の掛金充当日数のうち、建設キャリアアップシステムの施工体制登録を行っ

た対象労働者に係る就業履歴数とこれらに対する掛金充当の実績とは本来は乖離がない

ことが想定されているものであるため、元請事業主は、建設キャリアアップシステムの

就業履歴蓄積数と対象労働者の就労状況報告との間で相互に齟齬が生じることがないよ

う、適時に、建設キャリアアップシステムの就業履歴蓄積数と対象労働者の就労状況報

告とを比較し、適宜、下請事業主に対して適切に就労状況報告の是正又は建設キャリア

アップシステムの就業履歴の事後補正を行うよう指導 

 

【発注機関による確認等】 

〇工事完成時において、元請事業主に対し、掛金充当実績総括表の提示を求め、当該総括

表の記載内容を踏まえて、建退共制度に係る事務の履行状況の確認を行う。 

○掛金充当実績総括表の確認に際しては、必要に応じて工事別共済証紙受払簿等の附属書

類の提示を求め、電子申請方式の活用の場合に比して特に注意して確認するよう努める。 

〇掛金充当実績総括表の確認は、「掛金充当日数」と掛金収納書における「証紙購入日数」

を照合し、概ね齟齬がないことを確認すること。掛金充当日数が共済証紙の購入日数を

大幅に下回る場合（※）は、必要に応じて、元請事業主に下請事業主の就労状況報告書や

工事別共済証紙受払簿等の提示を求め、対応について聴取する。 

※当面は例えば３／４を目安とする 

 

〇発注機関は、掛金充当実績総括表による履行確認の際、あわせて、「建設キャリアアップ

システムに作業員登録した労働者数」等に照らし、「労働者延べ就労日数」に対する「建

設キャリアアップシステムの就業履歴数」の割合が特に小さい（※）場合には、下請事業

主に対する元請事業主による建設キャリアアップシステムの就業履歴又は被共済者に対

する掛金充当の事後補正に係る指導状況について、適宜、元請事業主から報告を求める。 

※当面は例えば１／３を目安とする 

〇発注機関は、工事を発注するための現場説明において、元請事業主が建退共制度に加入



共 14-13 

することを勧奨するとともに、２（１）及び（２）に掲げる事項のほか、以下の事項を説

明事項として取り扱うものとする。 

① 元請事業主は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該

労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。 

② 元請事業主が下請契約を締結する際は、下請事業主に対して、建退共制度の趣旨を説 

明し、下請事業主が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入

して現物により交付すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入す

ることにより、下請事業主の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促

進すべきこと。 

③下請事業主の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、

元請事業主に建退共制度への加入手続を委託する方法もあるので、元請事業主におい

てできる限り下請事業者の事務の受託に努めること。 

 

（３） 履行確認後の発注機関による対応等 

 

（元請事業主による主な措置） 

〇発注機関への掛金充当実績総括表の提示に先立って、元請事業主はあらかじめ、掛金充

当日数と証紙購入日数を比較し概ね齟齬がないことを確認 

〇掛金充当日数が証紙購入日数を大幅に下回る（※）場合には、就労状況報告が不十分な

ものである疑いがあるため、就労状況報告の再度の確認や是正など、所要の措置をあら

かじめ講じる 

 

【発注機関による確認等】 

〇元請事業主による履行状況を確認した結果、当該元請事業主において著しく不適切な処

理を行っていることが確認された場合、発注機関は元請事業主に対して、本来講ずべき

措置を適切に講じるよう指導を行う。 

〇元請事業主による著しく不適切な処理について、発注機関が指導を行ってもなお改善が

みられない場合においては、必要に応じて許可行政庁において建設業法第４１条に基づ

く指導・助言・勧告等の措置を講じることとなるので、その旨を許可行政庁に通知する。 

 

３．その他留意事項 

 

○建退共制度は、建設労働者の福祉の増進を図るとともに、建設労働者の雇用労働条件の

改善を通じて建設業の健全な発展を図るための制度であることに鑑み、公共工事の発注

にあたり、予定価格において建設事業主が機構に納付する掛金の負担分について適切に

財源措置を講じるよう努めること。 

○掛金収納書の提出や掛金充当実績総括表の提示など、受注業者が発注機関に対して行う

措置の内容を、共通仕様書への記載等により明示するよう努めること。 
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６ 建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ） 

 

１ システムの概要 （国土交通省ＨＰより） 

  「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積

し、技能・経験が客観的に評価されることで、技能者の適切な処遇につなげるための仕組

みです。 

これにより、 

（１）若い世代がキャリアパスや処遇の見通しをもてる 

（２）技能・経験に応じて給与を引上げる 

（３）技能者を雇用し育成する企業が伸びていける建設業を目指し 

建設業共通の制度インフラとして、建設業団体と国交省が連携して官民一体で推進して

います。 

 

一般財団法人建設業振興基金ホームページ 

https://www.ccus.jp/p/about 

 

  長野県建設キャリアアップシステム活用工事の試行について（県ホームページ） 

   https://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/naganokenccuskatsuyoukoji.html 


